
　

平
成
十
三
年
か
ら
の
発
掘
調
査
に
よ

り
、
千
二
百
年
の
時
を
経
た
今
、
松
山
瓦

窯
跡
（
中
志
筑
）
が
古
代
の
瓦
づ
く
り
の

様
子
を
物
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
調
査
は

平
成
十
九
年
三
月
に
区
切
り
を
迎
え
、
同

月
に
、
現
地
説
明
会
・
記
念
講
演
会
を
開

催
。
県
内
外
か
ら
お
よ
そ
二
百
人
が
参
加

し
瓦
や
窯
跡
を
間
近
で
見
学
し
ま
し
た
。

　

松
山
瓦
窯
跡
は
、
こ
の
発
掘
調
査
の
成

果
に
よ
り
、
歴
史
的
価
値
が
認
め
ら
れ
、

文
化
庁
の
国
指
定
文
化
財
候
補
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

か
す
み
が
う
ら
市
志
筑
地
区
か
ら
土

浦
市
東
城
寺
地
区
に
か
け
て
の
筑
波
山

東と
う
ろ
く麓
地
域
は
、
良
好
な
粘
土
質
土
層
が
あ

り
、
茨
城
県
を
代
表
す
る
古
墳
時
代
（
約

千
四
百
年
前
）
か
ら
平
安
時
代
（
約
千
百

年
前
）
の
須す

え

き
恵
器
・
瓦
の
生
産
地
で
す
。

　

松
山
瓦
窯
跡
も
そ
の
窯
よ
う
ぎ
ょ
う業
地
帯
の
一
つ

で
、
北
側
に
あ
る
一
大
消
費
地
で
あ
っ
た

常
陸
国
府
（
石
岡
市
）
へ
、
多
く
の
生
産

品
が
供
給
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

中
志
筑
の
農
道
整
備
事
業
に
伴
い
、
平

成
十
三
、十
四
年
に
行
な
わ
れ
た
調
査

で
、
窯
跡
七
基
（
一
〜
七
号
窯
）
を
確
認

し
、
そ
の
内
五
基
（
一
〜
五
号
窯
）
を

調
査
、
八
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
へ
か
け
て

よみがえる古代瓦職人の世界
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▲焼台に使われた女瓦が並ぶ（未使用だった 11号窯跡）

平
成
十
八
年
度
の
調
査
で
は
、
新
た
に

窯
跡
四
基
を
確
認
。
平
成
十
三
、十
四
年

の
一
〜
七
号
窯
と
合
わ
せ
、
合
計
十
一
基

の
窯
跡
と
な
り
ま
し
た
。
十
一
基
の
古
代

瓦
窯
跡
が
確
認
で
き
た
遺
跡
は
、
県
内
で

松
山
瓦
窯
跡
だ
け
で
す
。

今
回
は
、
前
回
発
掘
さ
れ
た
七
号
窯

跡
付
近
か
ら
北
側
斜
面
を
発
掘
。
七
号

に
隣
接
す
る
八
号
窯
、
そ
れ
よ
り
北
側

に
九
・
十
・
十
一
号
窯
跡
が
確
認
で
き

ま
し
た
。
こ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
窯
跡

の
位
置
か
ら
、
一
号
か
ら
五
号
を
Ａ
支

群
、六
・
七
・
八
号
を
Ｂ
支
群
、九
・
十
・
十
一

号
を
Ｃ
支
群
と
分
別
し
ま
し
た
。

今
回
調
査
し
た
窯
跡
か
ら
、
瓦
を
焼
い

た
跡
を
示
す
灰は
い
ば
ら原
を
確
認
。
灰
原
に
は
不

良
製
品
が
多
量
に
廃
棄
さ
れ
て
お
り
、
八

号
窯
跡
の
灰
原
か
ら
は
、
国
分
寺
創
建
期

に
使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
均
整
唐
草
文

宇
瓦
（
七
二
六
○
型
式
）
が
、
ま
た
、
Ｃ

支
群
窯
跡
の
灰
原
か
ら
は
、
窯
跡
と
し
て

は
初
出
土
と
な
る
七
一
○
八
Ａ
型
式
が
一

点
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
七
一
○
八
Ａ
型
式

の
瓦
は
�
現
在
ま
で
に
国こ

く
ぶ
ん
そ
う
じ

分
僧
寺
跡
か
ら

の
み
�
し
か
も
三
点
し
か
確
認
さ
れ
て
お

常ひ
た
ち陸
国こ
く
ぶ
ん
じ

分
寺
に
瓦
を
供
給
し
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。

　

調
査
さ
れ
た
瓦
窯
跡
は
、
斜
面
を
ト
ン

ネ
ル
状
に
掘
り
ぬ
い
て
造
ら
れ
た
地
下
式

登の
ぼ
り
が
ま窯
構
造
と
判
断
さ
れ
ま
し
た
。
瓦
窯

を
構
造
的
に
大
別
す
る
と
、
窯よ
う
た
い体
（
瓦
を

焼
い
た
場
所
）
と
、
そ
の
前
面
に
位
置
す

る
前ぜ
ん
て
い
ぶ

庭
部
（
作
業
空
間
）
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
こ
の
時
の
調
査
で
は
、
一

〜
五
号
窯
跡
の
前
庭
部
を
中
心
に
調
査
を

行
な
い
、
最
大
の
も
の
で
幅
五
ｍ
、
深
さ

二
ｍ
の
長
方
形
に
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

出
土
し
た
瓦
は
、
素そ

え
ん縁
複ふ

く
べ
ん弁
十じ

ゅ
う
よ
う
か
も
ん

葉
花
文

鐙あ
ぶ
み
が
わ
ら
瓦
・
均き

ん
せ
い
か
ら
く
さ

整
唐
草
文も
ん

宇の
き
が
わ
ら
瓦
・
男お
が
わ
ら瓦
・

女め
が
わ
ら瓦
で
、
供
給
先
の
常
陸
国
分
寺
の
創
建

を
考
え
る
上
で
重
要
な
も
の
で
す
。ま
た
、

瓦
は
同
一
の
文
様
を
用
い
て
お
り
、
一
〜

五
号
窯
は
比
較
的
短
期
間
の
中
で
繰
り
返

し
操
業
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

松
山
瓦
窯
跡
と
は

こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
の
成
果

今
回
の
発
掘
調
査
の
成
果

埋蔵文化財調査作業員募集！
❶ 調査補助員　発掘調査、測量作業、
遺物の収納作業など〔日給6,300円〕
❷ 調査作業員　発掘調査、遺物の収納
作業など〔日給5,600円〕
❸ 整理作業員　遺物洗浄、注記、出土
遺物の接合など〔日給5,600円〕

〔条件〕
　 市内在住の15歳以上（中学生は含
まず）の男女で健康な方。❶につい
ては経験のある方限定。❷❸につい
ては経験のない方でも可。経験のな
い方は研修講座2回と実地研修5回
程度を受講していただいた後登録と
なります。

〔応募方法〕
　 6 月 29日（金）までに生涯学習課
へ電話で連絡ください。

〔勤務日〕
　 開発、道路建設計画などにより埋蔵
文化財の調査の必要性が生じたとき。

〔申込・連絡先〕
　 かすみがうら市教育委員会生涯学習課
　文化振興係　内線3022・3023
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瓦窯跡分布図

松山瓦窯跡位置図

現在、窯跡は埋め戻されています

▲ 現在水田（ ＝マーク）になっている場所に、以
前は恋瀬川へ注ぎ込む小河川が流れており、そ
れを利用して瓦が運搬されたと考えられる。

用  

語  

解  

説

半は
ん
ち
か
し
き
の
ぼ
り
が
ま

地
下
式
登
窯

台
地
斜
面
を
掘
り
下
げ
、
後
か
ら

ス
サ
入
り
粘
土
で
ア
ー
チ
状
の
天

井
を
つ
く
っ
て
窯
に
し
た
も
の
。

北

ら
ず
�
さ
ら
に
そ
れ
を
生
産
し
た
窯
跡
が

判
明
し
た
成
果
は
大
き
い
と
い
え
ま
す
�

七
一
○
八
Ａ
型
式
鐙
瓦
の
年
代
は
、
市

文
化
財
保
護
審
議
委
員
で
国
分
寺
瓦
研
究

者
で
も
あ
る
黒
澤
彰
哉
氏
に
よ
る
と
、
国

分
寺
Ⅱ
期
の
八
世
紀
末
に
相
当
す
る
と
判

断
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
Ｃ
支
群
窯
跡

は
、
国
分
寺
を
修
復
す
る
際
に
生
産
を
担

っ
た
窯
跡
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

Ｃ
支
群
の
年
代
が
違
う
理
由
と
し
て
、

Ｃ
支
群
は
前
回
の
調
査
で
確
認
さ
れ
た

Ａ
・
Ｂ
支
群
の
地
下
式
有
段
登
窯
と
は
違

う
、
半
地
下
式
有
段
登
窯
と
い
う
構
造
で

築
造
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
半
地
下
式
有
段

登
窯
は
こ
の
松
山
瓦
窯
跡
が
県
内
初
の
確

認
と
な
り
�
こ
の
点
か
ら
も
松
山
瓦
窯
跡

の
歴
史
的
価
値
の
高
さ
が
う
か
が
え
ま
す
�

▲  鐙
あぶみがわら

瓦
　 （素

そえんふくべんじゅうようかもんあぶみがわら

縁複弁十葉花文鐙瓦）
　出土した 7108A型式
　 国分寺修復期のもの

▲

宇
のきがわら

瓦（均
きんせいからくさもんのきがわら

整唐草文宇瓦）
　出土した 7260 型式
　国分寺創建期のもの

▲

女
めがわら

瓦（平瓦）

▲

男
おがわら

瓦（丸瓦）

瓦の種類と使用場所

県
下
最
大
規
模
の

十
一
基
の
古
代
瓦
窯
を
確
認

①
希
少
な
瓦

七
一
〇
八
Ａ
型
式
が
出
土

②

県
下
初
確
認

半は
ん
ち
か
し
き

地
下
式
有ゆ
う
だ
ん段
登の
ぼ
り
が
ま窯

③

松
まつやま

山瓦
かわら

窯
かまあと

跡【発掘調査報告】

県内初  １１基の古代瓦窯跡

常ひ
た
ち
こ
く
ぶ
ん
じ

陸
国
分
寺

国
分
寺
は
、
七
四
一
年
聖
武
天
皇

の
勅ち
ょ
く
が
ん願に
よ
り
各
国
に
設
け
ら
れ

た
官
寺
で
、
僧そ
う
じ寺
と
尼に

じ寺
で
構
成

さ
れ
る
。
常
陸
国
分
寺
は
、
僧
寺

が
石
岡
市
府
中
に
、
尼
寺
が
石
岡

市
若
松
に
所
在
。

▼地下式
（1号～8号窯跡）

▼半地下式
（9号～11号窯跡）

煙道

煙道

燃焼部

燃焼部

焚口

焚口

灰原

灰原

粘土で天井を作成

地ち
か
し
き
の
ぼ
り
が
ま

下
式
登
窯

台
地
斜
面
に
ト
ン
ネ
ル
状
の
横
穴

を
掘
っ
て
窯
に
し
た
も
の
。

窯体


